
令和４年１月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産

課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和４年１月２０日（木）午後１時３０分～午後２時３６分 

 

さぬき市役所 附属棟 多目的室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～３号） 

非農地証明願について            （会長提出議案第４～９号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１０～１１号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１２～１４号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１５号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１６号） 

その他 

 

1楠 豊 2吉原博美 3朝倉重弘 4芳竹和政 5松岡浩二 6稲田俊美 

7間嶋正憲 8大塚ノブ子 9岡村義弘 10廣瀬 徹 12十川隆行 13岩澤佳宣  

14寒川 巧 16藤澤 明 17蓮井セツ子(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 

 

15十河道夫 

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳主査 脇谷哲士主査 

 

玉木省三副主幹 小島拓也主任主事 

 

 

松岡一海農地集積専門員 猪熊 正農地集積専門員 

 

無 

 

 



  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内の時間がまいりましたので、ただいまより令和４年１月の農業委員会

定例会を開催させていただいたらと思います。開催に当たりまして、議事の進

行につきましては、松原会長よりお願い致します。 

 

皆さん、こんにちは。少し遅くなりましたが、輝かしい新年を迎えることが

できましたでしょうか。お正月三が日は、ご家族の方々といかがお過ごしでし

たでしょうか。今年最初の月、何かとお忙しい中ご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。日頃、農業委員会業務に対して格別のご協力を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

さて、農業・農村に関わる情勢は農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放

棄地の増加等により、農地と人の構造的な課題が深刻化し、食料自給率が低迷

しております。また、新型コロナウイルスの感染拡大は労働市場や農業生産、

食用加工、物流、食料と食品サービスの利用にも変化をもたらし、農業者にと

ってその影響は大きな懸念材料となっております。 

このような中、農村社会が維持してきた農業の持つ多面的な機能を次世代に

引き継ぎまして、若者が魅力ある産業として農業に取り組めるよう、効果的な

政策、事業を進めることがより一層重要になってきていることと思います。

我々農業委員をはじめ、推進委員、農地集積専門員、事務局とともに、連携を

取りながら、日々、これまで以上によりよい農地保全、確保できればと思って

おります。ご指導、ご協力賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、新年の

挨拶に代えさせていただきます。 

なお、本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認、調

査をいただいているものと思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は、１７名中１６名の出席ですので、農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを

宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。８番

大塚委員さん、９番岡村委員さん、両委員さん、よろしくお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

別紙のこちらの用紙をご覧ください。 

農地法第１８条第６項の規定による通知書を４件受理しています。 

これは賃借権を中途解約するもので、報告第１号、貸人、●●●●、●●●

●様、借人、●●●●、●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●番です。

解約理由は病気等で労力不足のためです。 

報告第２号、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●様で、

申請地は●●●●●●●●番●です。解約理由は残存小作の解消のためです。 

報告第３号、貸人●●●、、●●●●様、借人、●●●●、●●●様で、申

請地は●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は売買のためです。 

報告第４号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、●●

●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由は残存小作

の解消のためです。 

次に、２ページをご覧ください。使用貸借に係る農地の返還通知書を５件受

理しています。これは使用貸借権を中途解約するものです。 

報告第１号、貸人、●●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●●、

●●●●様で、申請地は●●●●●●●●●●●●番●他６筆です。解約理由

は借り手の都合のためです。 

報告第２号、貸人、●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●●●

で、申請地は●●●●●●●●●番●他２筆です。解約理由は農業廃止のため

です。 

報告第３号、貸人、●●●●●、●●●様、借人、●●●●、●●●●様

で、申請地、●●●●●●●●●番●です。解約理由は借り手の都合のためで

す。 
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大塚ノブ子委
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報告第４号、貸人、●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●●●●

で、申請地、●●●●●●●●●番●他３筆です。解約理由は農業廃止のため

です。 

報告第５号、貸人、●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●●

●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●番●他１筆です。解約理由は病気

等で労力不足のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号か

ら第３号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第３条に基づく申請審議について、今回の３条申請案件は３件ござい

まして、２件が経営規模拡大の案件で、１件が残存小作解消による売買です。

面積にして、５筆、６，０３６㎡でございます。 

議案書１ページ目でございます。会長提出議案第１号、地区番号３、受付年

月日、令和３年１２月２４日。譲渡人、●●●●●、●●●●様。譲受人、●

●●●●、●●●様。申請地、●●●●●●●●番、●●●番、計２筆。台帳

地目、現況地目全て田、地積合計１，６３９㎡。譲渡人の申請事由、高齢化。

譲受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転で、経営面積８，０

３８㎡。受人従事数は２。資料は１ページ目で、申請地は●●●●●●●●●

から北東約８７０ｍに位置し、譲受人については、申請地周辺にも農地を所有

し、経営面積の保全管理も行なっております。 

続きまして、会長提出議案第２号、地区番号３、受付年月日、令和３年１２

月２４日。譲渡人、●●●●●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●、

●●●●様。申請地、●●●●●●●●番、●●●番、全２筆。台帳地目、現

況地目全て田、地積合計３，２３４㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止。譲受人

の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転で、経営面積４，６６６

㎡、受人従事数は１。資料は２ページ目で、申請地は●●●●●●●●●●●

●から北西約１，１２０ｍに位置し、譲受人については、申請地周辺にも農地

を所有し、経営面積の保全管理も行なっております。 

続きまして、会長提出議案第３号、地区番号５、受付年月日、令和３年１２

月２４日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●●、●●

●●様。申請地、●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目、田、地積

１，１６３㎡。譲渡人の申請事由、譲受人の申請事由は残存小作地の解消。権

利は所有権の移転で、経営面積１３，３６６㎡、受人従事数は１。資料は３ペ

ージ目でございます。申請地は●●●●●●●●●●から北へ約５５０ｍに位

置し、譲受人については、申請地周辺にも農地を所有し、経営面積の保全管理

を行なっております。 

第１号、第２号が経営規模拡大の案件、第３号が残存小作解消の売買で、全

て下限面積を満たしております。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致

します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

第１号議案についてご報告致します。１月１６日、現地確認を行いました。

権利の理由も所有権移転、経営規模拡大ということで、私たちはよろしいので

はないでしょうかと判定しました。田んぼも既に耕耘されていて、●さんは立

派な農業経営者です。よろしくご審議お願い致します。 

第２号議案についてご報告致します。これも１月１６日にみんなで現地確認
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を行いました。経営規模拡大ということで、●●さんはふさわしいのでないか

と私たちは認めることにしました。よろしくお願い致します。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

●●地区の●●さんですが、最初の報告事項にもありましたとおり、小作権

の解消、それと、それに伴う農地の移転ということで、別に問題はないと思わ

れます。ご審議をよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第３号につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第３号につきましてお諮りします。議案第１号か

ら第３号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第３号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願について、会長提出議案第４号から第

９号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、非農地証明願について説明します。議案書の２ページをお開きく

ださい。今回の非農地証明案件は６件ございます。面積に致しまして７，８５

７㎡の７筆です。それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第４号、地区番号２、受付年月日、令和３年１２月２４日。申

請人、●●●●、●●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●●●●番●

です。台帳地目、畑、現況地目、原野、地積２２㎡です。申請理由と致しまし

ては、昭和５８年頃のバイパス工事のときに分筆したときの残地で、狭小で耕

作できない農地となったためです。お手元の資料４ページ、５ページをご覧く

ださい。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●から東南東へ約５５０ｍ

に位置しております。申請地は平成３０年に相続されています。当該申請地は

２２㎡と狭小な上、壁に囲まれており、耕作不能な農地となり原野化しまし

た。位置図は資料４ページ左側、写真方向図は資料５ページ左側、現況写真は

資料５ページ右側になるので、ご確認ください。 

会長提出議案第５号、地区番号２、受付年月日、令和３年１２月２４日。申

請人は●●●●、●●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●●●●●●番

●です。台帳地目は田、現況地目は山林、地積は６８５㎡です。申請理由と致

しまして、昭和６０年頃から３５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化した

ためです。お手元の資料６ージ、７ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●から南南東へ約７００ｍに位

置しております。申請地は平成３０年に相続されています。申請地は鳥獣被害

及び管理が行き届かなくなり、隣接する山林の雑木が生い茂り山林化しまし

た。位置図は資料６ページ左側、写真方向図は資料７ページ左側、現況写真は

資料７ページ右側になるので、ご確認ください。 

会長提出議案第６号、地区番号３、受付年月日、令和３年１２月２４日。申

請人は、●●、●●●様で、申請地が●●●●●●●●●番です。台帳地目は

田、現況地目はため池でございます。農家台帳システムでは議案書の申請地の

表示になりますが、備考欄に表示してあるように、登記簿の番地は●●●●

番、●●●●番、●●●●番●●●、地目は田・内堀敷と記載されておりま

す。申請理由と致しましては、もともとため池であった●●●●番●が徐々に
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広がり、昭和５０年頃から一体化してため池となったためです。お手元の資料

８ページから９ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●から北東へ約５５０ｍに

位置しております。申請地は平成１２年に相続されています。当該申請地は資

料８ページ右側の１４条地図のとおりに、申請地と●●●●番●で１筆となっ

ており、現況はため池となっております。位置図は資料８ページ左側、写真方

向図は資料９ページ左側、現況写真は資料９ページ右側になるので、ご確認く

ださい。 

会長提出議案第７号、地区番号３、受付年月日、令和４年１２月２４日。申

請人、●●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●●番●他１筆で

す。２筆とも台帳地目畑、現況地目山林、２筆の地積６，７７６㎡です。申請

理由と致しましては、平成１０年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し、

山林化したためです。お手元の資料の１０ページ、１１ページをご覧くださ

い。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●から西南西へ

約３００ｍに位置しております。申請地は平成１９年に相続されています。申

請地は平成８年の高速道路及び側道設置工事開始以降、耕作放棄となり山林化

しました。位置図は資料１０ページ左側、写真方向図は資料１０ページ右側、

現況写真は資料１１ページになるので、ご確認ください。 

会長提出議案第８号、地区番号３、受付年月日、令和３年１２月２４日。申

請人、●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●番です。台帳地目

畑、現況地目雑種地、地積１０３㎡ございます。申請理由と致しましては、平

成５年頃から農機具置場として利用されているためです。お手元の資料１２ペ

ージ、１３ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●から北西へ

約１，１２０ｍに位置しております。申請地は平成２８年に相続されていま

す。申請地は隣接する農地を耕作するために農機具置場として利用されていま

す。位置図は資料１２ページ左側、写真方向図は資料１３ページ左側、現況写

真は資料１３ページ右側になるので、ご確認ください。 

会長提出議案第９号、地区番号３、受付年月日、令和３年１２月２４日。申

請人、●●●、●●●●様で、申請地が●●●●●●●●番です。台帳地目

畑、現況地目雑種地、地積１３６㎡ございます。申請理由と致しましては、平

成５年の土地改良事業の際に宅地の周りに取り残された農地で、耕作できない

農地であるためです。お手元の資料１４ページ、１５ページをご覧ください。 

概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●●●から北西へ

約１，１２０ｍに位置しております。申請地は平成２８年に相続されていま

す。申請地は農地としては利用できず、植栽等をして雑種地として利用されて

います。位置図は資料１４ページ左側、写真方向図は資料１５ページ左側、現

況写真は資料１５ページ右側になるので、ご確認ください。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致

します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

第４号議案、第５号議案を１月１８日、現地確認を行いました。先ほど事務

局のほうで説明されたとおりで、４号議案も本当に、２２㎡という面積だけが

バイパスのほうへ残ったという、そういったもので、特に問題ないと思いま

す。 

第５号議案も現地へ行きましたが、本当に山の中の、その写真のとおりで、

木もたくさん生えていますし、問題ないと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 



  

議長（会長） 

 

岡村義弘委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚ノブ子委

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

６号議案について報告致します。６号議案はもともとため池ということで、

上からの取水ではなくて、配水だけですけど、もともとの地番でいったら３分

の１ちょっとぐらいだったんですが、深さがもう１ｍ、深いとこではというこ

とで、ちょっと近所からの苦情も出よるので、それと、係の者が、もともとこ

の左側の方ともう一人いたんですけど、その人も自分も使わないということ

で、これため池で所有しとるいうことですけど、後でまた埋めるといっても解

決しないかもわからないという、そんな案件です。一応、ため池でこれ登記申

請、●●さんからありましたので、この係の者とあと相談して、あとの処理に

ついては考えるということで、処理してください。 

それと、その次の７号議案は、事務局の説明とおりだと思いますので、審議

のほうをお願いします。 

以上です。 

 

第８号議案についてご報告致します。１月１６日、現地確認を行いました。

８号議案につきましては、資料の１３ページの写真見ていただいたら一番よく

分かるかと思います。この場所へトラクターと軽トラックが止められておりま

した。農機具置場として使用しているようです。これも問題なかろうかと思い

ます。 

９号議案につきましては、屋敷の、家の周りに、北、東、南側に合計１３６

㎡の農地が残されておりました。それも機械も入るでなし、耕作も不便だしで

きんと思いますので、これ致し方ないでしょうということで認めることにして

おります。よろしくご審議いただきたいと思います。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第４号から第９号につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第９号につきましてお諮りします。議案第４号か

ら第９号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第４号から第９号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出

議案第１０号、第１１号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第４条に基づく申請審議について、今回の４条申請案件は２件ござい

まして、筆数４筆、面積にして９９０㎡です。 

それでは、案件についてご説明致します。議案書の３ページ目でございま

す。会長提出議案第１０号、地区番号２、受付年月日、令和３年１２月２４

日。申請人、●●●●●●●、●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番

●他２筆、計３筆。台帳地目全て畑、現況地目全て雑種地。地積合計９５４

㎡。転用目的、事務所、倉庫、牛舎、おがくず置場。建築面積４，０３８．４

０㎡。工事着完年月日、平成２１年２月４日から平成２１年５月３１日。農地

区分は第２種農地で、備考と致しまして、無断転用で併せ利用地があります。

資料は１６ページから１９ページ目で、位置図を１６ページに掲載しておりま

す。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から北西

約５２０ｍに位置し、申請地の隣接は、宅地、雑種地、山林に接しておりま
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す。申請理由ですが、申請者は昭和５７年から酪農業を始め、頭数を増やして

いく中、施設の増築を行っていたが、平成２１年５月に増築した倉庫、事務

所、おがくず置場、牛舎が無断転用となっており、このたび無断転用が発覚し

たため是正を行うものです。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意

も得ております。また、始末書も添付され、反省の念を示していることから、

許可も止むを得ないと考えております。 

続きまして、会長提出議案第１１号、地区番号３、受付年月日、令和３年１

２月２４日。申請人、●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●

番●。台帳地目畑、現況地目宅地。地積３６㎡。転用目的は宅地の拡張で、建

築面積１４１．０６㎡。工事着完年月日は、昭和６３年１１月１日から昭和６

４年１月５日。農地区分は第２種農地で、備考と致しましては、無断転用で併

せ利用地があります。資料は２０ページから２１ページ目でございまして、位

置図を２０ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●●●●●

から南西約９００ｍのところに位置し、申請地の隣接は、宅地、道路、水路に

接しております。申請地は昭和６３年に物置の増築で造成した土地であり、こ

のたび無断転用が判明したため、是正を行うものです。なお、地元土地改良区

をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され、反省の

念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致

します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

第１０号議案ですが、同じく１月１８日に現地確認を行いました。これは無

断転用の是正ということで、致し方ないと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

１１号議案については、一応、トラクター置場ということで、トラクターの       

車庫を増設したものです。もともとは県道が広がったときに納屋を壊して、物

置にし、それが足らんということでその横へ増設したという案件で、事務局か

ら報告があったとおりです。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１０号、第１１号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号、第１１号につきましてお諮りします。議案第１０

号、第１１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号、第１１号を原案のとおり認めることとし、香川県

へ進達致します。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出

議案第１２号から第１４号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 
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農地法第５条に基づく申請審議について、今回の５条申請案件は３件でござ

いまして、筆数４筆、面積にして１，７８８．１６㎡です。それでは、個別の

案件についてご説明致します。 

議案書は４ページ目でございます。会長提出議案第１２号、地区番号１、受

付年月日、令和３年１２月２４日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●●様。

譲受人、●●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●

●番●。台帳地目畑、現況地目宅地、地積２０㎡。転用目的、宅地拡張。建築

面積１１０．２９㎡。工事着完年月日は昭和５８年１月１０日から昭和５８年

１２月２０日。権利は所有権の移転贈与で、農地区分は第２種農地です。備考

と致しまして、無断転用で併せ利用地があります。資料は２２ページから２３

ページで、位置図を２２ページ左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●●●●か

ら南西約６３０ｍに位置し、申請地の隣接は、道路、宅地、水路に接しており

ます。申請地は昭和５８年１２月に申請人父が宅地として造成した土地であ

り、このたび無断転用が判明したため是正を行うものです。なお、土地改良区

をはじめ、地元水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され、反

省の念を示していることから、許可も止むを得ないと考えております。 

続きまして、会長提出議案第１３号、第１４号についてご説明します。地区

番号３、受付年月日、令和３年１２月２４日。譲渡人、●●●●●●●●●、

●●●●様、●●●●、●●●●様。譲受人、●●●●●●、●●●●●●●

●●様。申請地は●●●●●●●●●番●、●●●●番●、●●●●番●、計

３筆。台帳地目は畑１筆、田２筆、現況地目は全て畑、地積合計１，７６８．

１６㎡。転用目的は物品販売店舗、駐車場、建築面積は２，００５．６４㎡。

工事着完予定年月日は令和４年３月１日から令和４年１２月３１日。権利は賃

借権の設定で、農地区分は第３種農地、用途区分は準工業地域、備考と致しま

しては、無断転用で一部雑種地がありました。併せ利用地がありまして、資料

は２４ページから２７ページで、位置図を２４ページ左側に掲載しておりま

す。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●●から南東

約１００ｍに位置し、申請地の隣接は、宅地、雑種地、田、水路に接しており

ます。申請者は現在、香川県下に、●●●１店舗、●●●３店舗、●●●２店

舗を出店しており、このたびエリアを東に拡大する計画のために、国道１１号

に接し、住居地域で集客が見込まれる等の理由から申請地を選択し、申請に及

びました。なお、地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意を得ております。

また、●●●●番●の一部が農業用倉庫、●●●●番●の一部が音楽教室の用

途として建築物が無断で建てられていたことから、始末書も添付され、反省の

念を示していることから、許可は止むを得ないと考えております。 

以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致

します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

それでは、ご報告致します。会長提出議案１２号の５条申請ですが、内容に

ついては、事務局の説明のとおり、所有権移転贈与であります。地区委員会と

致しましては現地を確認し、無断転用の是正ということからも仕方なかろうと

いうことになりましたので、ご報告致します。 

 

続きまして、●●地区、お願いします。 

 

この件につきましては、先ほども話があり、この図面のところも、２５ペー

ジで見たら分かるんですけど、一部無断転用があります。既に工事中で壊しと

るとこもあったんで、はっきりこの図面どおりのあれが分からんなんだんです
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けど、畑のほうがメインですので、事務局の説明通りです。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１２号から第１４号につきまし

て質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号から第１４号につきましてお諮りします。議案第１

２号から第１４号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号から第１４号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案

第１５号を上程致します。なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地

等総括表の１４番から２２番が●●委員の関係議案になり、除斥対象議案にな

りますので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１５号についてご説明いたします。議案書で言ったら、５ペ

ージから８ページの説明となります。個人１５件、法人３件、中間管理機構１

７件の合計３５件となっております。 

３５件のうち新規２０件、再設定１５件となっております。３５件のうち賃

借権６件、使用貸借権２９件となっております。 

賃借権の内訳と致しましては、５，０００円が４件、２，５００円が１件、

２，０００円が１件となっております。 

期間は、１０年８件、９年１か月１件、８年３か月１件、７年１件、６年８

件、５年１２件、３年２件、１年１件、１１か月１件となっております。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の説明に入ります。全部

で３９件あります。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人３１件、法人８件となっております。 

設定する権利等の種類は、賃借権８件、使用貸借権３１件となっておりま

す。 

期間は、１０年１１件、９年１か月１件、７年３件、６年２１件、５年３件

となっております。 

利用内容は、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件も

多いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑等がある場合は整理

番号指定の上、ご発言を願います。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１４番から２２番を除く

議案第１５号について、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

続きまして、●●委員の関係案件である農地中間管理事業対象農用地等総括

表の１４番から２２番の審議に入りますので、それでは、●●委員の退席を求
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めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての委員さんの案件は９件で、

賃借権となっております。 

期間は、１０年６件、８年３か月３件となっております。 

利用内容については、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等ありませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

暫時休憩します。あの時計で２０分まで。 

 

休 憩 

 

再開致します。 

日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第１６号を議題

と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

そうしたら、会長提出議案第１６号の１の●●●●●●●●さんから説明さ

せていただきます。住所が●●●●●●●●●●番地、設立年月日が平成●●

年●月●日です。別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲、モチ米、小麦を生産しています。農業経営の規模拡大に関する

現状及び目標としまして、（１）生産について、水稲は６５０ａを作付して生

産量が２７，３００㎏ですが、５年後は８５０ａに増加し、生産量を３８，２

５０㎏に増やします。モチ米は１５０ａを作付して生産量が６，３００㎏です

が、５年後も現状維持です。小麦（二毛作）は５００ａを作付して生産量が１

８，０００㎏ですが、５年後は７００ａに増加し、生産量を２９，４００㎏に

増やします。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業について、収穫・乾燥

調整は現状２７万円ですが、５年後は７５万円に増やします。ドローン作業は

現状１３５万円のところ、５年後も現状維持です。 

（３）農用地及び農業生産施設について、アの農用地についてですが、所有

地は現在、田が３１７ａ、畑が３ａですが、５年後も変更はありません。借入

地は現在、田が６１５ａですが、５年後は８００ａまで増やします。イの農業

生産施設についてですが、倉庫が現状３棟で２６４㎡ですが、こちらも５年後

も現状維持です。 

今後、農業委員会や農地機構を通じて栽培面積を拡大し、水稲及び麦の生産

量を増やし、所得の向上を目指します。将来的にはネット販売も取り入れ、販
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議長（会長） 

 

路の拡大を目指します。現状の年間所得８０万円から５年後の目標４９０万円

を目指します。経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定につ

いてのご審議をよろしくお願いします。 

続きまして、２番の●●●●●●●●●●●●●●です。住所が●●●●●

●●●●●番地●。設立年月日が平成●●年●月●●日です。別紙の経営改善

計画を参照してください。 

現在、菊、ダリア、水稲を生産しています。農業経営の規模拡大に関する現

状及び目標としまして、（１）生産について、菊は現在４６ａを作付して生産

量が１３万８，０００本ですが、５年後は作付面積の増減はありませんが、生

産量を１６万１，０００本まで増やします。ダリアは現在８ａを作付して生産

量４８，０００本ですが、５年後も現状維持です。水稲は現在２５ａを作付し

て生産量が１，０５０ｋｇですが、５年後も現状維持です。 

（３）農用地及び農業生産施設について、アの農用地ですが、借入地は現

在、田が１１５ａ、畑が４ａのところ、５年後までに田を１３５ａに増やしま

す。イの農業生産施設ですが、現状、ガラス温室が１棟で１，８００㎡、パイ

プハウスが１棟で４９５㎡、鉄骨ハウスが１棟で１，０４４㎡で、５年後も面

積の増減はありませんが、鉄骨ハウスの張替えのみ予定しているそうです。 

今後は温度管理及び栽培管理を徹底し、品質、単収の向上を図ります。ま

た、消費者ニーズに合った新規品目導入についても検討していきます。現状の

年間所得３９０万円のところ、５年後の目標４８０万円を目指します。こちら

も経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継続認定についてのご審議

をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

農林水産課からの説明が終わりました。本議案につきましては●●地区、●

●地区の関係案件ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら、

報告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

別に補助的に言うことはありません。もうこの数字上、実際にできてるんで

しょうか。 

 

数字上というのは。 

 

生産量とか。 

 

 

生産量は、はい。ただ、所得。 

 

今、はい言うたな。はい言うたやろ。 

 

はい。 

 

これおまえ、モチ米１５０ａで６，３００㎏も取れるんかい。 

 

書類上は言うことはありません。 

 

 

米もそうだが、そんな数字はわしらは学校でも習うとらんし、こななん初め

てじゃ。さぬき市の農水課が取れる言うんだったら、わしらだって文句言えん

けん、はい言わなしょうがないけど。 

 

多分これ、うちらのほうだったら、農業共済の掛金の基本が１０ａで４６０

ぐらいや。ほやけん、ほれやったら最高の分で取れとんかもわからんわ。１１
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議長（会長） 

 

稲田俊美委員 

 

俵ぐらい取れるときもあるしな。 

 

もうそれにしたって、モチ米だったらもう７俵取ったら、おまえ。 

 

ほやけど、これモチ米やけん、こんだけは取れんと思う。普通の水稲だった

ら１１俵ぐらい取れる。 

 

でも、その栽培の仕方、現状を見たらびっくりする。計算上は合うてても。 

 

 

もう通すんだったら、ああ、ほうなんやで。 

 

不審に思ったら、また見せてもらいに行ったらええ、作りよるところへ。普

通の米だったら、１１俵ぐらいはあそこら辺やったらできる。それから考えた

ら、７俵いうたら大体普通の収量やとは思うわ。砂地やけんな、割とようはで

きる。これがうちらの地区とか、どれぐらい作っとるかは分からんけどな。 

長尾地区、補足事項がありましたら。この間、１６日のときに、推進委員で

●●さんって出てきてくれよんで、そのときちょっと話しといた。 

 

●●地区、この●●さんは推進委員の●●さんの息子さんのところだろうと

思います。そこは今までずっと農業経営で、菊で代表的な存在ですので、その

まま経営士のほうになってもよろしいかと思いますので、審議のほどよろしく

お願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１６号について質疑等がありま

したら発言を認めます。 

 

●●の●●●●、うちの田んぼの南側に作りよるんですけど、全然もう草も

刈ってくれんし、もう困っとるんですけど、どなんか言うてくれんか。 

 

これはちょっと別やから、後から言うて、その他のほうで。そのまま、その

他のほうで言うて。 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第１６号についてお諮り

します。議案第１６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第８ その他で、ございません

か。 

稲田君。 

 

現状、木が植わって、田んぼの、草も、こっちから言わなんだら、出てきて

くれん。それで、そこに川からイノシシが来て、巣作って、もうそこら辺じゅ

うの田んぼの中を徘徊しとるから、何とか。 

 

いつも言いよるとこやろ、田んぼ。 

 

そうです。あそこ、イノシシが巣してんな。 
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１回呼びましょう。●●●●に１回来てもらうようにします。 

 

一番最初に、●●●●作る前に買うとる田んぼや。ほんで、全然作らんと、

もう木を植えて草がぼうぼうになって、ほんで、言うたら刈ってはくれるんや

けど。ほやけど、植える気がないな。植えとらんよ、全然な。あれどなんした

らええか。 

指導は言うてくれ。 

 

はい。 

 

それで、何か月に１回か草刈るように、こっちが電話して言わなんだら、全

然せん。 

 

こっちから電話してでも、書類でも送って、刈るようにする。 

頼むな。 

 

はい。 

 

ほかにございませんか。 

 

そうしたら、事務局のほうから、今、定例会の開催案内について、郵送で送

っているんですけども、議案書の案と資料を送らせていただきよります。それ

で、１２月ですか、タブレットを皆さん方にお渡ししたと、お貸ししたと思う

んですけど、タブレットのほうにも議案を電子データで送っておりますので、

参考に見ていただいて、慣れていただいたらと思いますので、議案書について

は郵送とタブレットのほうと両方送るようにしていますので、よろしくお願い

します。 

あと、次回の定例会なんですけども、２月２１日月曜日午後１時半から、本

庁の３階、３０１、３０２の会議室で開催しますので、またご予定をよろしく

お願いします。 

それから、あと、農業経営改善計画書についてはまた回収しますので、机の

上に置いとってください。 

以上です。 

 

以上をもちまして、令和４年１月農業委員会定例会を閉会と致します。慎重

なるご審議、ありがとうございました。 

 

（ ２時３６分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ８番 

 

 

 

署名委員    ９番 

 


